
公益財団法⼈交通事故総合分析センター 

受託集計申込みに当たっての承諾事項 
 

公益財団法⼈交通事故総合分析センター（以下、「甲」という）が取得または収集した交通事故関連
データ（以下、「データ」という）の集計（以下、「集計データ」という）を申し込むにあたり、国、
地⽅公共団体、独⽴⾏政法⼈、その他の法⼈、団体⼜は個⼈（以下、「⼄」という）は以下の項⽬に
ついて承諾するものとする。 

（集計データの提供） 
1. 甲が⼄に対し提供する集計データについては下記のとおりとする。 

（1） 甲が集計を受託するに際し、利⽤⽬的、利⽤⽅法を特定するものとし、申込み時に⼄が⽰
した利⽤⽬的、利⽤⽅法に限るものとする。ただし、集計データ申し込み後であっても、
利⽤⽬的、利⽤⽅法の変更申請はできる。 

（2） 本業務により甲が⼄に提供した集計データ等の成果物を利⽤して⼄が創作した著作物の著
作権（著作権法第 27 条および第 28 条に定められた権利を含む）はすべて⼄に帰属する。 

（提供可能な集計データ項⽬および粒度等） 
2. 集計データの項⽬および粒度等に関する取り扱いについては下記のとおりとする。 

(1) 甲が⼄に提供できる集計データは、プライバシーの侵害、個⼈、事故の特定に当たらない
項⽬及び粒度とする。 

(2) 集計後に上記に該当すると判明した場合の費⽤負担については甲⼄協議の上決定する。 
(3) ⼄の求めにより、甲が⼄に提供した集計データについて、その値に関わらず、集計業務に

要した費⽤を⼄が負担とする。 

（免責） 
3. ⼄は、甲が⼄に提供した集計データを利⽤したことに起因して発⽣した責任及び損害（第三者の

権利侵害も含む）については、⾃らこれを負担する。ただし、甲の重⼤な過失により当該集計デ
ータに瑕疵があった場合はこの限りではない。 

（集計データの修正） 
4. 甲が⼄に提供した集計データについて甲の責による誤りがあった場合には、速やかに訂正された

集計データを⼄に無償で提供する。ただしデータはその性質上、甲の責によらず後⽇訂正される
場合がある。甲が⼄に集計データを提供した⽇から起算して 1 年以内にデータが訂正された場合
は、甲は⼄に連絡の上、⼄の求めに応じ、有償により訂正集計データを提供することとする。 

 （集計データ提供形式） 
5. 甲は⼄に表計算ソフトウエア（マイクロソフト社製エクセル）で使⽤可能なフォーマットで記録

されたファイルで集計データを提供する。 

（個⼈情報） 
6. 甲は、集計データ利⽤申込みに当たって⼄が提供した⼄の個⼈情報を、甲が定めるプライバシー

ポリシーに基づき利⽤することができる。 

（その他） 
7. 上記以外の事項、集計受託中に⽣じた疑義等については、甲⼄で別途協議を⾏う。 

以上 


